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日頃よりクラブ運営に、ご理解とご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウィルス第 5 波の感染が広がり、滋賀県でも緊急事態宣言が 8/27～発令され、さらに 9/30 までの延長が決定致しました。そ

の影響により、子どもたちのスポーツの場、遊ぶ場、出かける場もなく、やきもきした日々をお過ごしのことかと思います。我々のクラブにおい

ても、一部の公共スポーツ施設の開放が停止し、活動が行えないスクールも出てまいりました。各スクールによって対応は異なりますが以下のよ

うに決定させていただきましたのでご確認をお願いします。尚、活動を実施するに当たって、新型コロナウイルスの感染拡大をできるだけ防げる

ような対策を講じて参りますが、新型コロナウィルスに感染した場合にも本クラブでは責任を一切負えません。従いまして最終的には各ご家庭で

参加の可否をご判断ください。また、所属されている学校や各団体などで新型コロナウィルス感染者と濃厚接触者になられた方やその可能性があ

る方については、参加を控えて頂き、事務局の吉田の方までご連絡いただきますようにお願い申し上げます。 

また、9 月月謝につきましては以下のような対応となり大変恐縮ですがコロナ禍と言うことも含めましてご理解承りますようお願い申し上げます。 

本来の活動を保証できておらずご迷惑をおかけいたしますが今後も最大限、活動を補償しながらクラブ運営してまいりますので何卒ご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

【9 月中の活動について】 

ＥＳＰＩＲＯＳＳＡ彦根Ｕ-１５・・・平日活動木曜のみ 土日に活動 

卓球スクール・・・通常通り活動 

陸上ランニングスクール・・・通常通り活動 

チアリーディングスクール・・・9 月活動休止 

サッカースクールキッズクラス・・・9 月活動休止 

サッカースクールビギナー＆エリートクラス・・・平日活動休止→スクール代替日を土日に設定、残り 2 週間も同様に設定予定 

※9 月 1～2 週目において代替スクールへ不参加の方で 9 月 3 週目～4 週目においても不参加を希望の方は 9 月休会手続きをお願い

します。別途スグラムの「各種手続き･お問い合わせ」に 9 月休会連絡を作成しますのでそちらに 9/1６（木）までに必ずご連絡く

ださい。 

 

【月謝について】 

ＥＳＰＩＲＯＳＳＡ彦根Ｕ-１５・・・通常（バス代は利用者のみ一律 500 円引落） 

卓球スクール・・・通常 

陸上ランニングスクール・・・通常 

チアリーディングスクール・・・9 月分減免→10月分引落なし 

サッカースクールキッズクラス・・・9 月分減免→10月分引落なし 

サッカースクールビギナー＆エリートクラス・・・通常 

※9 月 1～2 週目において不参加の方で 9 月 3 週目～4 週目においても不参加の方（９/１６までに 9 月休会連絡を提出の方）は月謝

半額を減免→10月分引落を差引き 
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